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13QR0423 
問題  

Ａ欄に掲げる「建築士等に義務付けられる行為等」とＢ欄に掲げる「義務付

けの対象等」の組合せのうち、Ｂ欄において、建築士法による義務付けの対

象等とされていないものを含むものは、次のうちどれか。 

 
 Ａ欄 

(建築士等に義務付けられる行為等)

Ｂ欄 

(義務付けの対象等) 

1. 建築士免許証(免許証明書を含む。）

の提示 

・設計等の委託者から請求があったと

き 

・建築主に対して、契約内容などの重

要事項の説明をするとき 

2. 定期講習の受講 ・全ての一級建築士 

・全ての二級建築士 

・全ての木造建築士 

・全ての構造設計一級建築士 

・全ての設備設計一級建築士 

3. 設計図書その他の書面への記名 ・一級建築士、二級建築士又は木造建

築士が、設計を行ったとき 

・構造設計一級建築士が、構造関係規

定の法適合確認を行ったとき 

・設備設計一級建築士が、設備関係規

定の法適合確認を行ったとき 

4. 建築士事務所に閲覧のために備え置

く書類 

・建築士事務所の業務の実績を記載し

た書類 

・建築士事務所に属する建築士の氏名

及び業務の実績を記載した書類 

・損害賠償に必要な金額を担保するた

めの措置の内容を記載した書類 

・建築士事務所の業務及び財務に関す

る書類 
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13AR0423 
解説  正答──２ 
1. 正しい。士法19条の２により、建築士等は、設計等の委託者から請求があっ

たときは、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。

また、士法24条の７第２項により、管理建築士等は、同条１項に基づき、建

築主に対して契約内容などの重要事項の説明をするときは、建築主からの請

求の有無にかかわらず、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなけれ

ばならない。 

2. 誤り。士法22条の２第一号から三号までのかっこ書により、定期講習を受け

なければならない建築士は、建築士事務所に属するものに限る。したがって、

全ての建築士が定期講習を受けなければならないとする設問は、誤りである。

なお、同条四号及び五号により、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築

士は、建築士事務所に属するか否かにかかわらず定期講習を受けなければな

らない。 

3. 正しい。士法20条１項により、設計を行った建築士は、その設計図書に建築

士である旨の表示をして記名しなければならない。また、士法20条の２第３

項及び士法20条の３第３項により、構造設計一級建築士が構造関係規定の法

適合確認を行ったとき、設備設計一級建築士が設備関係規定の法適合確認を

行ったときは、設計図書に記名しなければならない。 

4. 正しい。士法24条の６により、建築士事務所に閲覧のために備え置く必要が

ある書類は、建築士事務所の業務の実績を記載した書類(一号)、建築士事務

所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類(二号)、損害賠償に

必要な金額を担保するための措置の内容を記載した書類(三号)、建築士事務

所の業務及び財務に関する書類(四号)である。 
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